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県指定文化財の現状変更等許可の状況について 

 

令和６年11月１日～令和７年２月15日の間に、現状変更等許可申請書を収受した県指定史跡河村城

跡ほか６件について、次の表記載の理由から条件を付して許可しましたので、報告します。（実施場所

等の詳細は別紙参照） 

 

項

番 

文化財の名称 

及び申請者等 

現状変更 

申請の内容 

許可日・ 

予定期間 
【許可理由】及び【許可条件】 

１ 史跡  

河村城跡 

（対象地） 

足柄上郡山北町

山北字城山2161

番外 

（所有者） 

山北町 

（申請者） 

山北町長 

 

樹木等伐採 (許可日) 

R6.12.19 

 

(施工期間) 

R7.1.22 

 ～ 

R7.1.23 

【許可理由】 

○ 立ち枯れ樹木の伐採を行うが、地下遺

構・景観への影響は軽微であると判断され

る。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、山北町教育委員会職

員の立会いを求めること。 

２ 重要文化財 

五所神社本殿 

（対象地） 

足柄下郡湯河原

町宮下359-1 

（所有者） 

宗教法人五所神

社 

（申請者） 

宗教法人五所神

社 

 

高欄のネコ土台

の形状変更 

浜縁の床板及び

高欄の腐食部材

のヒノキ材への

交換 

(許可日) 

R7.2.14 

 

(施工期間) 

R7.2.17 

 ～ 

R7.3.31 

【許可理由】 

○ ネコ土台の形状変更は水はけを良くし腐

食を防ぐためのものであり、腐食部材の交

換と共に、当該建物を長期に保存・活用す

るために必要なものと判断されるため。 

 

【許可条件】 

◆ 工事の実施にあたっては、県教育委員会

の指導に従い、また、必要に応じて立会い

を求めること。 

３ 史跡・名勝 

江ノ島 

（対象地） 

藤沢市江の島２

丁目202番44 

（所有者） 

個人 

（申請者） 

東京電力パワー

グリッド株式会

社 藤沢支社長 

 

接地極新設 (許可日) 

R7.１.27 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R8.3.31 

【許可理由】 

○ 掘削を伴い、周知の埋蔵文化財包蔵地に

該当していることから別途地下遺構への影

響に係る届出を行っている。 

〇 接地極は地中に設置されることから、景

観への影響は軽微であると判断される。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、藤沢市教育委員会職

員の立会いを求めること。 
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４ 史跡・名勝 

江ノ島 

（対象地） 

藤沢市江の島１

丁目地先 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県藤沢土

木事務所長 

 

 

係留施設の待合

所新設 

 

(許可日) 

R7.2.7 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R7.3.31 

【許可理由】 

○ 係留施設の待合所として四阿を設置する

もので、掘削を伴うが、施工箇所は埋立地

であり、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当し

ないことから、地下遺構への影響はない。 

〇 施工地は緑地であり、四阿の屋根はモス

グリーン、支柱と縁台は木製に近いブラウ

ンの塗装で周囲と近い色味であることか

ら、景観への影響は軽微であると判断され

る。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、藤沢市教育委員会職

員の立会いを求めること。 

５ 天然記念物 

大磯高麗山の自

然林 

（対象地） 

中郡大磯町高麗

字高麗山580-１

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県自然環

境保全センター

所長 

 

危険木９本の伐

採 

(許可日) 

R6.11.13 

 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R8.3.31 

【許可理由】 

○ 迂回径路の新設に伴う当該径路近辺の危

険木について伐採を行うもので、安全管

理・維持管理上必要な作業であるため。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、大磯町教育委員会生

涯学習課職員の立会い及び指示を受けるこ

と。 

６ 天然記念物 

勝福寺と八幡神

社 境 内 の 樹 叢

（対象地） 

小 田 原 市 飯 泉

1161 

（所有者） 

宗教法人 勝福

寺 

（申請者） 

宗教法人 勝福

寺 代表役員 

 

樹木高所剪定及

び枝打ち 

(許可日) 

R6.12.16 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R7.3.31 

【許可理由】 

○ サギ被害対策として、樹木高所の剪定及

び枝打ちを行うもので、安全管理・維持管

理上必要な作業であるため。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、小田原市文化部文化

財課職員の立会い及び指示を受けること。 
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７ 天然記念物 

ギフチョウとそ

の生息地 

（対象地） 

相模原市緑区牧

野 （ 牧 場 峠 周

辺） 

（管理責任者） 

相模原市教育委

員会 

（申請者） 

神奈川県教育委

員会教育長 

個体調査 (許可日) 

R7.2.7 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R7.4.30 

【許可理由】 

○ 本調査は放蝶由来と考えられる個体が確

認されたことを受けて実施している調査で

あり、天然記念物の保全のため必要な調査

であると判断される。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、相模原市教育委員会

職員の立会い及び指示を受けること。 

 

 



県指定文化財現状変更等箇所(R６.11.１～R７.２.15)
別紙

③・④

⑦

⑤

⑥

②

①



① 史跡「河村城跡」 － 樹木伐採（立ち枯れ樹木）

２

対 象 地

施工前状況



② 重要文化財「五所神社本殿」 － ネコ土台の形状変更、腐食材交換

３

・水はけを良くするためネコ土台の形状を変更
・浜縁の床板及び高欄の腐食部材をヒノキ材へ変更

対 象 地

ネコ土台の位置

ネコ土台の形状図

ネコ土台腐食状況



③ 史跡・名勝「江ノ島」 － 接地極新設

４

対 象 地

現況

設計図

長さ150cm直径
13cmの接地極を既

設電柱の隣の地中に
設置する



④ 史跡・名勝「江ノ島」 － 係留施設の待合所新設

５

係留施設の待合所として
四阿を設置する

対 象 地

100m0m

現況 完成イメージ

立体図



６

⑤ 天然記念物「大磯高麗山の自然林」 － 危険木９本の伐採
対象木指定範囲 新設予定の迂回

径路に隣接の危
険木除去

現況No.21
伐採
広葉樹
斜傾木

現況：No.16,17,18
倒木撤去



７

サギによる糞害
等被害対策のた
め、営巣できな
いよう、樹木高所
の剪定及び枝打
ちを行う

⑥ 天然記念物「勝福寺と八幡神社境内の樹叢」 － サギ被害対策

対象地

指定範囲

現況



８

⑦ 天然記念物「ギフチョウとその生息地」 － 現地調査
異個体の除去、出現状況の確認

指定範囲

対象地

調査状況① ※異個種ではない。

調査状況② ※異個種ではない。


